
　

改
正
の
概
要
は
次
の
と
お

り
。

■
指
定
検
定
機
関
講
習
の
修

了
年
月
日
を
、
過
去
5
年
以

内
に
延
長

1
、
指
定
検
定
機
関
講
習
の
有

効
期
間
の
延
長
及
び
指
定
の
申

請
に
係
る
添
付
資
料
の
改
正

　

指
定
検
定
機
関
の
指
定
の

申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
が

申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
に

お
い
て
、
有
効
と
な
る
指
定

検
定
機
関
講
習
の
修
了
年
月

日
を
過
去
2
年
以
内
か
ら
過

去
5
年
以
内
に
延
長
し
た
。

　

指
定
検
定
機
関
の
指
定
の

申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
申
請
書
に
指
定
定
期
検

査
機
関
、
指
定
検
定
機
関
、

指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
及

　

経
済
産
業
省
計
量
行
政
室

は
、2
0
2
0
年
9
月　

日
、

15

『
指
定
検
定
機
関
指
定
の
申

請
の
考
え
方（
第
5
・
1
版
）』

を
、「
検
定
制
度
見
直
し
」
の

w
e
b
サ
イ
ト（h

ttps://

w
w
w
.m
e
ti.g
o
.jp
/p

olicy
/econ

om
y
/h
y
o

ju
n
/te
ch
n
o
_in
fra/0

00_k
eiry
ou
_m
in
aos

h
i.h
tm
l

）
に
掲
載
し
た
。

　

同
「
申
請
の
考
え
方
」
は
、

「
器
差
検
定
を
中
心
と
し
た

指
定
検
定
機
関
」
の
申
請
を

準
備
・
検
討
し
て
い
る
人
に

向
け
て
、
そ
の
申
請
に
あ

た
っ
て
の
必
要
な
書
類
や
要

件
の
考
え
方
を
示
す
資
料
。

　

第
5
・
1
版
は
、
2
0
2

0
年
9
月　

日
の
「
指
定
定

15

期
検
査
機
関
、
指
定
検
定
機

関
、
指
定
計
量
証
明
検
査
機

関
及
び
特
定
計
量
証
明
認
定

機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
省

令
」
の
改
正
を
受
け
て
、
指

定
検
定
機
関
講
習
の
有
効
期

間
の
延
長
（
2
年

↓

5
年
）

や
検
定
を
実
施
す
る
者
の
条

件
の
改
正
（
新
た
に
「（
各
々

の
）
検
査
に
3
年
以
上
従
事

し
た
者
」
と
い
う
、
検
査
へ

の
従
事
期
間
の
み
を
規
定
し

た
条
件
を
追
加
）
な
ど
を
反

映
さ
せ
た
。
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3
3
0
7
・
3
3
0
8

号
を
合
併
号
と
し
、　

月
10

4
日
付
で
発
行
し
ま
す
。

指
定
定
期
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機
関
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検
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指
定
計
量
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検

査
機
関
及
び
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関
の
指
定
等
に
関
す

る
省
令
を
一
部
改
正 
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指
定
検
定
機
関
指
定
の
申
請
の
考

え
方（
第
5
・
1
版
）

指
定
定
期
検
査
機
関
、
指
定
検
定
機

関
、
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
及
び

特
定
計
量
証
明
認
定
機
関
の
指
定
等

に
関
す
る
省
令
を
一
部
改
正

2
0
2
0
年
9
月　

日
公
布
、同
日
施
行
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経
済
産
業
省
は
、
2
0
2
0
年
9
月　

日
、「
指
定
定
期

15

検
査
機
関
、
指
定
検
定
機
関
、
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関

及
び
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
省

令
」
を
一
部
改
正
し
、
公
布
し
た
。
同
日
施
行
。

び
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関

の
指
定
等
に
関
す
る
省
令

（
平
成
5
年
通
商
産
業
省
令

第　

号
）
で
定
め
る
書
類
を

72
添
え
て
、
経
済
産
業
大
臣
に

提
出
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

改
正
前
は
、
器
差
検
定
を

中
心
と
し
た
指
定
検
定
機
関

と
な
る
場
合
、
検
定
管
理
責

任
者
が
申
請
の
日
か
ら
起
算

し
て
過
去
2
年
以
内
に
国
立

研
究
開
発
法
人
産
業
技
術
総

合
研
究
所
（
研
究
所
）
が
実

施
す
る
指
定
検
定
機
関
の
検

定
に
関
す
る
講
習
（
講
習
）

を
修
了
し
た
旨
お
よ
び
修
了

年
月
日
を
記
載
し
た
書
面
を

提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
（
機
関
等
省
令
第
9
条
第

1
項
第
4
号
ト
）。

　

一
方
、
過
去
2
年
以
内
と

い
う
期
間
は
、
指
定
検
定
機

関
の
指
定
の
更
新
期
間
で
あ

る
3
年
（
計
量
法
施
行
令
第

　

条
の
2
）
よ
り
も
短
い
た

11め
、
検
定
管
理
責
任
者
は
指

定
検
定
機
関
の
指
定
の
更
新

の
度
に
講
習
を
修
了
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
申
請
者
の
負

担
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

講
習
の
実
態
と
し
て
も
、
毎

年
の
講
習
内
容
は
法
令
や
技

術
基
準
の
改
正
が
な
け
れ

ば
、
内
容
に
大
き
な
変
更
が

生
じ
る
こ
と
は
な
く
、
検
定

管
理
責
任
者
が
交
代
し
て
い

な
い
限
り
、
受
講
頻
度
を
下

げ
る
こ
と
に
大
き
な
支
障
は

な
い
。

　

こ
の
た
め
、
今
回
の
改
正

で
は
、
有
効
と
な
る
講
習
の

修
了
年
月
日
を
過
去
2
年
以

内
か
ら
過
去
5
年
以
内
に
延

長
し
、
指
定
の
申
請
時
お
よ

び
更
新
時
に
お
け
る
申
請
者

の
負
担
軽
減
を
図
り
、
も
っ

て
民
間
参
入
を
促
進
し
、
指

定
検
定
機
関
の
拡
大
を
図
る

こ
と
に
し
た
も
の
。

■
検
定
を
実
施
す
る
者
の
条

件
に
、検
査
へ
の
従
事
期
間
の

み
を
規
定
し
た
条
件
を
追
加

2
、
指
定
検
定
機
関
指
定
の

基
準
の
う
ち
、
検
定
を
実
施

す
る
者
の
条
件
の
改
正

　

新
た
に
「（
各
々
の
）
検
査

に
3
年
以
上
従
事
し
た
者
」

と
い
う
、
検
査
へ
の
従
事
期

間
の
み
を
規
定
し
た
条
件
を

追
加
し
た
。

　

器
差
検
定
を
中
心
と
し
た

指
定
検
定
機
関
と
な
る
場
合
、

検
定
を
実
施
す
る
者
が
適
合

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
知
識

経
験
は
、機
関
等
省
令
別
表
第

4
で
定
め
る
指
定
の
区
分
の

欄
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
ご

と
に
4
つ
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

今
回
の
改
正
で
は
、民
間
企

業
の
指
定
検
定
機
関
へ
の
参

入
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
、

指
定
検
定
機
関
の
候
補
と
な

る
民
間
企
業
か
ら
の
要
望
も

踏
ま
え
、
新
た
に
「（
各
々
の
）

検
査
に
3
年
以
上
従
事
し
た

者
」
と
い
う
、
検
査
へ
の
従
事

期
間
の
み
を
規
定
し
た
条
件

を
追
加
し
た
。

■
公
布
し
た
省
令

指
定
定
期
検
査
機
関
、
指
定

検
定
機
関
、
指
定
計
量
証
明

検
査
機
関
及
び
特
定
計
量
証

明
認
定
機
関
の
指
定
等
に
関

す
る
省
令
（
令
和
2
年
経
済

産
業
省
令
第　

号
）
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■
施
行
期
日
等

▽
公
布
日
：
2
0
2
0
年

（
令
和
2
年
）
9
月　

日
▽

15

施
行
日
：
公
布
日

（
関
連
記
事
②
③
面
）

毎
日
更
新

毎
日
更
新
！！
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